
うるおいのある美しいみちづくり実施要綱 
 
 
（目的） 
第１条 市民と市が協働して道路の美化活動を行うことにより、うるおいのある美しいみちづくり

を実現することを目的とする。 
 
（定義） 
第２条 協働とは、「相互の立場や特性を認め、共通する課題の解決や社会的目的の実現に向け、サ

ービスを提供する等の協力関係」をいう。 

 

（対象団体） 

第３条 対象団体は、構成員数が１０名以上の団体及び企業等とする。 

 

（対象区域） 

第４条 対象区域は、新潟市道及び新潟市が管理する国県道とする。 

 

（活動内容） 

第５条 歩道の清掃や、植樹帯の手入れ等の美化活動とする。 

 

（募集方法） 

第６条 市報やホームページ等で広報・周知をする。 

 

（参加方法） 

第７条 あらかじめ、それぞれの役割分担を事前に協議し、「うるおいのある美しいみちづくり申請

書（様式１）」に「活動者名簿（様式２）」を添付して提出する。 

 

（活動期間） 

第８条 協定書を取り交わした日から年度末までとする。 

 

（実施団体の選定） 

第９条 実施団体の選定方法は、次の各号の内容を踏まえて判断する。 

（１） 申請者から団体の活動内容を聞く。（事前協議） 

（２） うるおいのある美しいみちづくり申請書の内容の精査を行ない，必要があれば，部内会

議で協議・検討する。 

（協定書の締結） 

第１０条 前条の規定により，事業の実施について適当と判断した場合，当該申請団体と協定書

（様式３）を締結する。 

２．協定書には，各機関の役割分担を明記することとする。 

（１） 実施団体 

・活動計画書（様式４）、活動報告書（様式５）の提出 

・歩道の清掃・除草、歩道に設置された植樹帯への播種・苗植等 

・代表者は活動中に事故が発生した場合、ただちに新潟市に状況を報告 

・活動中の事故及び第三者との紛議 等 

（２） 新潟市 

・活動場所について、地元自治会等との連絡調整 

・事故に備えて、活動者に対するボランティア保険の加入 

・スコップやカマ等の貸与 



・種や苗等の支給 

・団体名入り看板の設置 

・活動より集めたゴミの運搬、処分等 

 

（協定の解除） 

第１１条 実施団体が協定期間中に解除の申請を申し出たとき、協定書に規定する役割を果たして

いないとき又は実施団体としてふさわしくないと認められたときは、新潟市は協定を解除するこ

とができる。 

 

（その他） 

第１２条 この要綱に定められていない事項は、新潟市と実施団体とで協議の上、決定する。 

 

附 則  

この要綱は平成１９年４月１日より施行する。 

附 則  

この要綱は平成２０年４月１日より施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


